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地方税制における税源偏在の是正方策の方向性について（素案） 

 

これからの地方税の充実を基本とする地方税財源の拡充を見据えつつ、「社会保障

の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正

する等の法律」（以下「消費税法改正法」という。）において、地方税制について「地

方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、税制の抜本的な改革において偏在性

の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置であることを踏まえ、税制の抜

本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う」と規定されたこと、また、「税制の抜本

的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことによ

り税源の偏在性を是正する方策を講ずることとし、その際には、国と地方の税制全体

を通じて幅広く検討する」と規定されたことも踏まえ、地方税制における税源偏在の

是正方策について幅広く検討するため、平成 24 年 7 月の全国知事会議において、地

方税財政常任委員会に学識経験者による「地方税財政制度研究会」を設置することと

された。 

研究会の検討事項としては、国の消費税と地方法人課税の税源交換や地方共有税、

「地方共同税」（地方税の一部を地方の共通財源と位置付け調整する仕組み）など、

地方税制における税源偏在の是正方策について、法制的な課題を含め、幅広く検討す

ることとされた。これを受けて、平成 24 年 9 月以降、研究会において 78 回にわたり

検討を行い、平成 25 年 4 月には、考えられる論点を網羅的に整理した中間論点整理

をとりまとめたところである。 

今回の素案報告書は、中間論点整理を踏まえ、今後の税源偏在の是正方策について

方向性を示したとりまとめたものである。 

 

第１ 背景 

１．地方分権型社会の確立とこれを支える安定的な地方税財源の充実確保の必要性 

地方分権型社会を実現するためには、地方の役割を適切に果たすために必要な税財

政構造を構築し、地方団体が自立的に運営できる基盤をつくりあげることが必要であ

る。 

今後も社会保障関係費の増加が続くと見込まれる中、国の制度と地方単独事業それ

ぞれのセーフティネットが組み合わさることによって、今後の社会保障制度全体が持

続可能となることから、昨年 8 月に成立した社会保障・税一体改革関連法において消

費税・地方消費税率を５％引上げるにあたり、地方分として 1.54％が確保された。 

その際、地方分権型社会を確立する上では、地方税の充実を基本として地方の税財

源の充実確保を図るべきという考え方から、確保された地方分 1.54％のうち、1.2％は

地方消費税率の引上げに、0.34％は地方交付税原資の拡充によることとされ、地方消

費税の充実が基本とされたところである。 

一方、地方消費税は地方法人課税などと比べ地域間の税収の偏在性が比較的小さい

税ではあるものの、一人当たり税収で最大２倍の格差が存在しており、 

・地方消費税の充実だけでは大都市部の税源がより拡充される結果となる 
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・個々の地方団体ごとに見ると税収と社会保障給付支出とに不均衡が生じる 

といった課題がある。 

 このような課題に対応するため、全国知事会では、 

・引上げ分の地方消費税について基準財政収入額への算入率を大幅に高めるととも

に、引上げ分の消費税収を充てることとされている社会保障制度の機能強化や機能

維持等に係る地方負担については、その全額を基準財政需要額に算入すること 

・地方消費税の清算基準について、正確に都道府県別の最終消費を把握できない場

合に、消費代替指標として「人口」を用いること等により、「人口」の比率を高め

る方向で見直すこと 

を提言しているが、これらをもってしても、不交付団体には社会保障給付支出の増加

額を上回る地方消費税の増収が生じる一方、交付団体においては、これらが臨時財政

対策債の減尐により相殺されることになる。交付団体の臨時財政対策債が減尐するこ

とについては、財政健全化の観点からその分、地方債発行額が減尐するという意味で、

プラスの効果も認められ面があるものの、臨時財政対策債は、その元利償還金が全額

地方交付税で措置されるもので、本来、法定率の引上げ等により地方交付税として交

付すべきものであることから、実質的には交付団体の一般財源地方交付税の減尐に他

ならず、その結果として、不交付団体と交付団体の間の財政力格差が拡大することに

なる。（表１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後も地方分権改革を進めるという観点から、地方税の充実確保が求められている

（表１） 
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が、偏在性の小さい地方消費税においても、このような課題を抱えていることから、

今後増加する社会保障関係費の財源を確保するため将来的に消費税率を引上げる場合

には、引上げ分の全てを国の消費税とし、そのうち一部を地方交付税として配分した

ほうがよいのではないかという議論につながるおそれもあり、これは地方分権改革の

観点からは必ずしも好ましいことではない。 

また、その場合に、地方分権改革の理念からできるだけ自主財源である地方消費税

を充実しようとしても、税率の配分を各地方団体の社会保障給付支出とほぼ見合うよ

うな方法にしなければ、そもそも税率の引上げに関して国民の理解を得られにくくな

ることも懸念される。 

このようなことから、地方分権型社会を確立していくため、地方税源の更なる充実

を図るには、現行の地方税制から生じる上記のような課題を解消するなど、税源の偏

在性が小さく、税収の安定性を備えた地方税体系を構築していかなければ、多くの地

方団体や国民の理解を得ることが難しいと考えられる。 

地方税制における税源の偏在是正方策については、税源の豊かな一部の地方団体に

とっては一時的に税収の減尐となる可能性が大きいが、一方で、税収構造自体が安定

化するといったメリットもあるのであり、全体として偏在性が小さく、安定的な地方

税体系の構築が実現しなければ、今後の地方税源の充実を図っていくことが困難にな

るということについて、全ての地方団体が共通の認識を持つ必要がある。 

 

 ２．地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の見直しの必要性 

平成 20 年度税制改正において、当時の喫緊の政治課題であった地域間の税源偏在の

是正に早急に対応するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の

暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与

税の制度（以下「地方法人特別税制度」という。）が創設された。これは、税源の偏在

を是正する効果を持つことは事実であるが、現に地方税であったものを国税に移行さ

せるというもので、できるだけ地方税の拡充を図っていくという地方分権の基本的考

え方からは異例の制度であり、消費税法改正法第７条第５号イにあるとおり、「税制の

抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置」

であるから、地方法人特別税制度の廃止のためにも、偏在性の小さない地方税体系の

構築を図る必要がある。 

特に、今回の社会保障・税一体改革では、相対的に偏在性の小さい地方消費税が充

実され、人口一人当たり税収の格差は縮小するが、併せて地方法人特別税制度を廃止

した場合は、逆に、この格差が拡大してしまう可能性があること、さらに、現行の地

方財政制度のもとで、地方交付税を通じて調整されていると考えられている人口一人

当たりの一般財源の状況が、今回の地方消費税の充実や地方法人特別税の復元によっ

て大きく変化することとなることから、こうした点を十分踏まえてその対応方針を検

討する必要がある。（表２、３参照） 
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（表３） 
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第２ 基本的考え方 

１．地方法人特別税制度の廃止について 

地方法人特別税制度については、地方法人特別税等に関する暫定措置法において「税

制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措

置」とされており、今回の消費税法改正法第７条においても「税制の抜本的な改革に

おいて偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置であることを踏ま

え、税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う」とされている。 

法人事業税は、シャウプ勧告以来の応益性確保の努力により平成 16 年度になって外

形標準課税の導入にようやくこぎ着けた都道府県にとって今後とも堅持すべき地方税

であるが、平成 20 年度の地方法人特別税制度の導入によって、その一部が国税として

徴収されるようになった。先に述べたように、地方法人特別税制度は、地方税の充実

を図るという地方分権の基本的考え方からは異例の制度であり、解消することが基本

であるが、その代わりにこの制度の有する税源偏在是正機能を確保する必要がある。 

その際には、社会保障・税一体改革関連法における地方税制についての規定を踏ま

え、税制抜本改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税のあり方を見直す

ことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずるべきであるが、今回の地方消費税率

の引上げについては、地方の社会保障財源を確保する措置であり、同法に従ってなさ

れた税制改正（所得税の最高税率の見直し、相続税・贈与税の見直し）と併せても、「偏

在性の小さい地方税体系の構築」は行われていないことから「税制の抜本的な改革」

は道半ばであると考えざるを得ない。そのこの観点からは、偏在是正方策を講じなけ

れば地方法人特別税制度の廃止はできないと考えられる。 

なお、この点について、今回の措置により、尐なくとも偏在性の小さい地方消費税

が今回充実されたことから、速やかに地方法人特別税制度を廃止すべきとの意見もあ

るが、地方法人特別税制度により結果として是正された税源偏在が、その復元により

大きく影響するを受けることを考慮すれば、地方法人特別税の復元と地方交付税も含

めた税財政制度改革を通じた偏在是正方策は同時に行うべきである。 

 

２．地方法人課税の見直し 

平成 20 年度税制改正大綱の要綱においては、地方法人特別税制度の創設とともに、

地域間の税源偏在の是正について、「地方消費税の充実を図るとともに、併せて地方法

人課税のあり方を抜本的に見直すなどにより、偏在性が小さく税収が安定的な地方税

体系を構築することを基本に改革を進める」との基本方向が示されていた。 

地方法人課税は、法人が地方団体から受ける行政サービスの対価として負担する重

要な地方の基幹税源だが、経済動向に応じて税収が大きく変動することや、税源が偏

在するなどの課題を抱えており、今回の消費税法改正法第７条においても、「税制の抜

本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことに

より税源の偏在性を是正する方策を講ずることとし、その際には、国と地方の税制全

体を通じて幅広く検討する」とされている。 

このような経緯に鑑みると、今回の地方消費税率の引上げと併せて、まず地方法人

課税について、地方法人特別税制度以外も含めた具体的な偏在是正方策を検討すべき
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であり、その際には、尐なくとも平成 20 年度税制改正大綱の要綱に明記された基本方

向に沿って、単なる地方団体間の地方法人課税の再配分ではなく、国と地方の税体系

全体の見直しの中に位置付けることが可能な偏在是正方策を念頭に置くべきである。 

なお、地方法人課税の見直しにあたっては、そもそも都道府県と市町村による法人

への課税根拠は何か、現行の課税方式はそれにふさわしいと言えるのかについて改め

て整理していく必要がある。 

都道府県民税・市町村民税の法人住民税法人税割については、利益に課税すること

から地方税の負担分任原則に照らすと課題があるのではないか、経済動向に左右され

安定的ではないといった点も含め、そのあり方を見直す必要がある。 

一方で、法人事業税については、法人がその事業活動を行うにあたって受けている

都道府県の各種の行政サービスの経費負担を求めようとする応益課税の性格に鑑み、

事業活動の規模に応じた課税となる外形標準課税を拡大し、本来あるべき姿に近付け

ていく努力が必要である。 

 

３．多様な選択肢の検討 

地方税の充実確保にあたっては、偏在性ができるだけ小さい地方税体系を構築する

ことが重要であり、そのためにはまず、偏在性が小さく安定的な地方消費税の充実を

基本とし、これと併せて偏在性が大きく景気に左右されやすい地方法人課税の見直し

を講じる必要がある。 

その際、例えば、偏在是正を主たる目的として地方法人課税の再配分を行うといっ

た地方税の中だけでの偏在是正方策では、結果として富裕団体からそうではない団体

への水平的移転という帰結しか得られないことになる。そもそも富裕団体がそうでは

ない団体の財源の保障責任を有するとの立論が困難である以上、そのような偏在是正

方策について富裕団体やその住民の理解を得ることは困難ではないかと考えられる。

すなわち、財政調整を考える際の公平基準については、二倍努力した人が二倍の富を

得る「配分的正義」と、富裕層と低所得層の平均値まで格差を是正する「矯正的正義」

が考えられ、この考え方を地方団体間にあてはめた場合、配分的正義の観点からは、

富裕団体がそうではない団体のために財政負担を行うことを正当化できないと考えら

れるし、矯正的正義の観点からは、団体の社会的価値を重視し、全ての団体が豊かに

なる過程において、富裕団体がそうではない団体に対してむしろ進んで財政負担を行

うことが望ましいと考えられるものの、富裕団体がそうすべきだとする論理的な説明

は困難である。 

また、地方税のみで検討した場合、地方税の税財源の調整が優先され、地方分権の

推進が地方間の水平調整に置き換えられることにより、都市圏と地方圏の間の争いに

矮小化されるという問題がある。 

従って、地方税のみではなく、国税との税源交換や地方交付税の充実または地方共

同税といった新たな仕組みの創設など偏在是正方策として考えられる多様な選択肢に

ついて、幅広く検討すべきである。 

その中でも、地方分権の実現に向けて地方税財源の充実強化を図る観点から、偏在

性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築を第一に求めるべきであり、偏在性の小
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さい消費税（交付税原資分）を地方消費税に、偏在性の大きない地方法人課税を交付

税原資に、偏在性の小さな消費税（交付税原資分）を地方消費税にする税源交換を基

本として検討すべきである。 

その上で、例えば今後の社会保障の拡充・強化に要するナショナルミニマムを上回

る部分に対応する地方共通の財源（ナショナルミニマムを上回る部分）を確保するた

め、地方税を地方が主体的に地方共同税として課税し、客観的な指標で配分すること

により、国に頼ることなく地方自らが必要な税財源を確保する新たな仕組みを創設す

ることなども考えられる。 

ただし、これらの税財政制度の見直しによってもなお埋まらない地域間の財政力格

差については、地方消費税の充実や地方法人課税の見直しといった地方税収の偏在是

正という税制上の措置のみをもって対応することはできない。そもそも地域間の財政

力格差は、地方団体間の努力の差により生じたものというよりは、主として、明治維

新以来の中央集権体制や、首都東京への一極集中等といった国の経済政策、国土政策

等の様々な要因から生じたものであり、国と地方との権限配分及び財源配分の基本を

国が定めている決め、国の経済政策により地域間の財政力格差が生じたことを考える

と、そもそも地域間の財政力格差は、主として地方団体間の努力の差により生じたと

はいえず、地方税のみでは標準的な行政サービス水準を確保することができない地方

団体に対しては、地方交付税制度の本来の役割である財源保障・財源調整機能を充実

強化し、そのために必要な地方交付税総額が確保されなければならない。 

地域間の財政力格差について検討する際には、ナショナルミニマムを確保する地方

団体の財源保障があくまで国の責務であることを基本とすべきである。 

 

 



10 

 

第３ 改革の方向性 

第２．３で示した多様な選択肢の中で、基本として検討すべきとした税源交換につ

いては、地方法人特別税制度導入決定の直前（平成 19 年 11 月）に、地方財政審議会

が示した意見において「地方税収の偏在是正に向けた具体的な方策」として、「国の消

費税の一部を地方消費税にする一方で、地方法人二税の一部を同額国税化する、いわ

ゆる税源交換を基本に検討するべきである」こと及び、「税源交換を行った場合、地方

法人二税の税収シェアの大きな団体は税収が減尐するが、地方消費税が充実されるこ

とにより、税収構造自体が安定化するというメリットもあり、全体として偏在度が小

さく、安定的な地方税体系の構築に資する改革となる」ことが明記されている。また、

同じ時期に、全国知事会地方税制小委員会においても同趣旨の提言をとりまとめてい

る。 

今回の社会保障・税一体改革関連法による地方消費税率の引上げによって、地方消

費税の充実が図られていることから、このタイミングにおいて、地方法人特別税の復

元とセットで税源交換を行う案は、実現可能性の高い方策であると考えられる。 

このような経緯、現状認識及び今後の実現可能性等を踏まえ、 

・早期に実施すべき改革 

・引き続き検討すべき改革 

に分けて整理し、改革の方向性を示すこととする。 
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１．早期に実施すべき改革 

（１）税源交換 

まず、地方消費税率の引上げと併せて地方法人課税のあり方を見直す方策として、

地方法人特別税制度導入決定の直前（平成 19 年 11 月）に全国知事会地方税制小委

員会が提言した「税源偏在の是正を、地方交付税原資としての税目の見直しとあわ

せて行い、偏在性が大きく税収の変動が大きい法人二税と消費税の交換により、地

方消費税を拡充することを基本として検討すべき」との考え方に沿って、偏在性の

大きない地方法人課税を交付税原資に、偏在性の小さない消費税（交付税原資分）

を地方消費税にする税源交換を検討すべきである。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、従前の提言においては、税源交換の対象税目として法人二税が想定されて

いたが、税源交換の対象とする地方法人課税については、これまでの法人事業税に

おける応益性確保の改革努力の歴史、法人事業税は基本的には応益課税であり、事

業者の所在地で課税することには一定の意義があること、法人住民税法人税割は応

能的性格が強く、必ずしも所在地で課税する必要はないこと、さらに、都道府県及

び市町村の双方が持つ財源であって、より偏在度が大きい(H2223 年度 6.96.7 倍。

法人事業税は 5.25.1 倍。)ことを考慮すれば、法人住民税法人税割が適当である。 

 

以上を踏まえた税源交換の試案として、例えば、以下の３案が考えられる。 

（図１） 
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【税源交換：試案１の考え方】 

○地方法人特別税を単に復元しただけでは、地方税の偏在度が拡大するため、地方法人特

別税の復元とセットで税源交換を行うことにより、地方法人特別税の税源偏在是正機能

を確保する。具体的には、今回の税制抜本改革で地方消費税の充実がすでに図られてい

ると考え、法人事業税より偏在度が大きく応能的性格の強い法人住民税法人税割の一部

を交付税原資とする。 

○なお、地方法人課税を交付税原資とする際には、地方税として国に交付し交付税原資と

する方法も考えられるが、国の財源保障責任を明確にするために、国税化を前提とする。 

 

【税源交換：試案１の課題】 

○法人住民税法人税割の一部国税化による偏在是正の規模について、仮に、地方法人特別

税の復元（1.41.5 兆円）と同じ規模で実施する場合、都道府県の法人住民税法人税割の

税額規模（0.5 兆円）が小さいため、市町村の法人住民税法人税割（0.91.0 兆円=是正規

模 1.41.5 兆円－0.5 兆円）を含め、都道府県及び市町村全体における地方税の偏在是正を

検討することが考えられる。 

○都の場合、特別区分の法人住民税法人税割について都が課税しているが、特別区分の法

人住民税法人税割については、都分ではなく市町村分として扱うのかについて決める必

要がある。 

○法人住民税法人税割を交付税原資とすることについて、法人は選挙権がなくても影響力

を有しており、法人のために地方団体は行政サービスを提供していることから、法人も一

定の地方税を負担すべきであり、法人住民税法人税割を交付税原資とすることには、企業

が集積している一部の市町村から異論があると考えられる。 

○都道府県の場合、税源交換により法人住民税法人税割に係る超過課税の課税根拠が失わ

れることとなるが、その代替措置については、例えば、法人事業税の超過課税による対

応が考えられる。 

○都道府県は地方法人特別税が復元するため、形式的には地方税の縮小はないが、市町村

は国税化によって税源を失うことになり、その見合い分について地方交付税原資が増え

ることになるが、地方分権の観点から問題がある課題が残るとも考えられる。 

○都道府県は地方法人特別税が復元するといっても、全体としてみれば実質的には税収増

加効果はないため、都道府県についても税の充実が必要とも考えられる。 

○今回の税制抜本改革で実施される地方消費税の充実は、社会保障の安定財源確保を目的

としており、地方税の拡充強化自体を目指したものではなく、交付団体の場合は、社会

保障支出を上回る地方消費税収分だけ臨時財政対策債が減ることを考慮すると、今後は、

法人住民税法人税割の一部国税化の代わりとなる新たな地方税の充実（具体的には偏在

性が小さく安定的な地方消費税の充実）が必要とも地方分権の観点からは望ましいとも

税源交換：試案１（表４参照） 

地方法人特別税を法人事業税に復元した上で、法人住民税法人税割を一部国税化して

地方交付税の原資とする。 

 

記載箇所を一番下から移動 
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考えられる。 

○他方で、今回の社会保障・税一体改革関連法において地方消費税が拡充され、地方税源

が全体として拡充されていることを考慮して、地方法人特別税分は格差是正という観点か

ら交付税原資とすることも考えられる。 

（表４） 
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【税源交換：試案１－２２の考え方】 

○都道府県の法人住民税法人税割に見合った額については、都道府県分の地方交付税とし

て都道府県に配分する。一方、市町村が失う法人住民税法人税割については、地方分権

のをより重視する観点からは、地方交付税ではなく、市町村の地方税を充実することと

する。 

○具体的には、地方法人特別税の復元（1.41.5 兆円）と同じ規模の偏在是正を実施する場

合、国税化する市町村民税（0.91.0 兆円）に見合った措置として、国税（消費税（交付

税原資分））の一部を地方消費税（市町村交付金）に振り替える。 

○なお、市町村には地方法人特別税の復元がないため、今回の法改正による地方消費税の

充実とは別に、さらなる地方消費税の充実が必要である望ましいと考えられる。 

 

【税源交換：試案１－２２の課題】 

試案１に掲げた一部の課題のほか、以下の課題がある。 

○税源交換により充実する市町村分の地方消費税について、現行の交付基準（人口：従業

者数＝１：１）を前提として試算しているが、この場合、法人住民税法人税割に比べれば

相対的に偏在性は小さいものの、なお税収格差が残るという問題がある。 

 

 

 

税源交換：試案１－２２（表５参照） 

地方法人特別税を法人事業税に復元した上で、都道府県分は全ての、市町村分は一部

の法人住民税法人税割を国税化して地方交付税の原資とする。その際、交付税原資とす

る市町村分の法人住民税法人税割の総額と同額の消費税（交付税原資分）を地方消費税

とし、その全額を市町村に交付する。 
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（表５） 
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【税源交換：試案２３の考え方】 

○今回の地方消費税率等の引上げは、社会保障財源の確保を目的とするものであり、偏在

性の小さい地方税体系を構築する税制の抜本的改革とはいえず、地方法人特別税は当面

存続せざるを得ないとするとの立場に立って、今後、社会保障財源を確保するため、さ

らなる消費税（国・地方）の拡充が行われ、国・地方の財源が全体として増加するタイ

ミングにおいて、地方法人課税と消費税との税源交換を実施すべきである。 

 

【税源交換：試案２３の課題】 

試案１及び試案１－２２に掲げた一部の課題のほか、以下の課題がある。 

○地方法人特別税制度の見直しや、今回の地方消費税充実による税収と社会保障給付支出

との不均衡の是正について、先送りとなってしまう。よって、一部の大都市において拡大

する財源超過の是正について、将来の消費税の拡充の機会に行われることとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

税源交換：試案２３（表６参照） 

今回の法改正による消費税・地方消費税の税率（10％）を将来さらに引き上げるとき

に、地方法人特別税を法人事業税に復元した上で、法人住民税法人税割を一部国税化し

て地方交付税の原資とし、消費税（交付税原資分）の一部を地方消費税とする。（それま

での間、地方法人特別税は存続する。） 

 

（表６） 
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２．引き続き検討すべき改革 

まず、１．で述べた「早期に実施すべき改革」を実施した上で、以下の諸方策を検討す

べきである。 

（１）地方共同税 

（基本的考え方） 

国に頼ることなく地方自らが偏在性が小さくかつ安定的な税財源を確保する方法

の一つとして、今後の社会保障の拡充・強化に要するナショナルミニマムを上回る

部分に対応する地方共通の財源（ナショナルミニマムを上回る部分）を確保するた

め、地方消費税分を地方が共同で主体的に増税し、客観的な指標で配分するといっ

た方策が考えられる。 

また、対象税目を地方消費税に限定せず、地方税の一部を地方の共通課題のため

の共通財源と位置づけ調整する仕組みの創設も考えられる。 

具体的には、例えば、 

・ 「教育等を通じた人材育成」 

・ 住民のライフステージに応じて地方団体が提供すべき子育て、医療、介護等の

サービス 

などを地方全体の共通課題と位置づけ、これを支える税を地方が共同して確保し、

共通課題と関連性を有する客観的指標により配分するといった地方共同税の制度に

は、一定の合理性があるものと考えられる。 

一方、地方共同税をいったん水平調整的な位置付けとしてしまうと、なし崩し的

に地方税全体が財政調整に使われてしまうことが懸念される。いわゆるナショナル

ミニマムを確保するための財源保障は国の責任であり、地方交付税の果たすべき役

割である。地方税である地方共同税は、そのナショナルミニマムが実現されている

ことを前提に、プラスアルファの共通課題に対応するための制度とすべきである。 

なお、地方共同税の税率については、地方の合意に基づいて、地方が主体的に一

律に決めることができる仕組みが必要であり、条例という形式ではなく、地方の意

見を反映させる仕組みを確保した上で、法律で定める形式がよいのではないかと考

えられる。 

また、各地方団体への配分については、全団体間で所要額を調整する方式、形式

上国税と位置付けた上で、地方譲与税の仕組みを活用して地方団体間で調整を行う

方式、国の特別会計に、各地方団体が徴収した地方共同税を地方税のまま拠出し、

客観的指標により各地方団体に再配分する方式などが考えられる。 

 

（憲法との関係） 

このような地方共同税の仕組みについては、我が国の現行法において例はないが、

日本国憲法第 92 条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本

旨に基づいて、法律でこれを定める」としており、「地方自治の本旨」に反しない限

り、地方共同税の仕組みを法律で定めることは可能であり、自主財政権は、合理的

な理由がある限りにおいて制約できることから、上記のような地方共同税であれば、

憲法上認められないとは考えられない。 
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（ドイツの共同税との比較） 

ドイツの共同税はそもそも国による各州の財源保障を前提としていない制度であ

り、我が国にそのまま導入することはできないものと考えらえる。 

また、我が国において、仮に、ドイツの共同税のように各団体の税収の平均値ま

で調整する制度を創設した場合においても、富裕団体が他の税目の税率を引き上げ

た場合、平均値が上昇することによって、税率を据え置いたままの他の団体が得を

するという問題が生じないような仕組みが必要である。ドイツの場合は、州は原則、

共同税、州税どちらについても立法権を有さず、課税標準も税率も連邦法によって

定められており、どの州も同じ税率で課税、徴収されているため、このような問題

が生じない。一方、我が国の地方税の税率については条例で定めることとなってい

ることから、このような問題に留意する必要がある。 

 

以上の点を踏まえ、我が国での地方共同税の試案として、例えば以下の２案が考

えられる。 

 

案ごとの課題については別途述べるとおりであるが、両案に共通する課題として、

そもそも地方共同税を偏在是正を主目的として考えるべきか、広域的な受益と負担

のあり方として構想すべきかといった問題がある。 

後述（第４．２「地方交付税の役割」）のとおり、財源保障、財政調整の責任が

国にあることから、地方法人課税であれ、地方消費税であれ、地方が共同税を通じ

て主体的に財政調整を行うこととすると、地方交付税総額の抑制圧力が強まる中で、

財政調整の責任を押し付けられやすくなり、なし崩し的に地方税全体が財政調整に

使われてしまう結果となることが懸念される。 

また、地方税は、受益と負担の関係に基づき、税源の所在に応じて地方団体が課

税するものであり、この原則と相容れない地方共同税の仕組みでは、自ら徴収した

税額を当該団体の配分額以上に拠出する団体（財源拠出団体）の住民及び議会の理

解が得られないのみならず、財源拠出団体そのものの徴税意欲が損なわれる恐れが

ある。 

したがって、地方共同税については、偏在是正を主目的とするのではなく、地方

全体の共通課題とこれを支える税とが成立するような受益と負担の関係を見出し、

共通の財政需要とそれに対応する税率の議論をセットで行う仕組みを通して構築し、

地方が住民の理解を得ながら主体的に増税を行う税源を拡充する足がかりとすべき

であり、することに地方全体としての合意が得られる場合には、偏在是正効果はそ

の結果として地方税の偏在是正が進むものと考える得られるものと位置付けるべき

である。 
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【地方共同税：試案１の考え方】 

○法令等により義務付けられた事業はもとより、住民のニーズを踏まえて全国的に普及・

実施されている地方単独事業などのナショナルミニマムと言えるサービスについては、

国の財源保障の対象と考えられるが、その水準を超えた「全都道府県共通の課題である

人材育成等のサービス」に要する財源を確保するため、各都道府県で育成された人材が

都市に流出して企業の活動を支え、企業収益の源泉となっていることなどに受益と負担

の関係を見出し、地方法人課税の一部を、「全都道府県共通の課題である人材育成の財源

を確保するために課す税」と位置付け、学校教育や職業訓練等に相関する人口などの客

観的指標により配分する仕組みを考える。 

○結果として、今回の消費税法改正法第７条における「税制の抜本的な改革による地方消

費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税源の偏在性を是正す

る」ことにも資することとなる。 

  

【地方共同税：試案１の課題】 

○地方共同税にふさわしいのは、法人事業税と法人住民税法人税割のどちらかという問題

のほか、地方法人特別税が法人事業税に復元したとしても、法人事業税が地方共同税化さ

れるのであれば、地方法人特別税制度の単なる衣替えにすぎないという問題がある。 

○地方共同税化によって地方法人特別税制度が果たしてきた税源偏在是正機能が維持され

たとしても、今回の地方消費税充実による一部の大都市における財源超過の拡大の是正に

ついては、将来の消費税の拡充の機会に行われることとなる。よる税収と社会保障給付支

出との不均衡の是正への対応が残ってしまう。 

○地方法人課税の一部全部又は大部分を地方共同税にする場合、企業誘致等が立地自治体

の法人関係税収の増に直接つながらず、なくなる面があるが、地方団体の税源涵養意欲を

損なう恐れがある。企業誘致等による新たな雇用の創出や消費の増加に応じた住民税や地

方消費税の充実という税源涵養の効果がなお残ると考えられる。 

 

地方共同税：試案１（表７参照） 

・地方法人特別税を法人事業税に復元した上で、法人事業税又は法人住民税法人税割の

相当額を地方共同税化する。 

・地方法人課税の一部を「全都道府県共通の課題のために課す税」と位置付け、客観的

指標により配分する。 

 



21 

 

 

 

（表７） 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地方共同税：試案２の考え方】 

○従来の地方消費税は一般財源だが、今回引き上げられる地方消費税は社会保障目的とさ

れていること、地方消費税は、税率が全国一律で決定され、偏在性が小さく安定的で、全

ての団体に課税対象たる消費行為が存在することなどを踏まえ、ナショナルミニマムを上

回る部分に対応する地方共通の財源を確保するため、社会保障を地方の共通課題として受

益と負担の関係を見出し今後、住民の理解を得て地方消費税率を引き上げる際に、地方消

費税の一部を地方共同税化し、「住民のライフステージに応じて全地方団体が提供すべき

子育て、医療、介護等のサービスの財源を確保するために課す税」と位置づけ、共通課題

と関連性を有する客観的指標により配分する仕組みがも考えられる。 

○今回の地方消費税率等の引上げにおいて課題となっている個々の地方団体ごとの税収と

社会保障給付支出とに生じる不均衡を是正する効果がある。 

  

【地方共同税：試案２の課題】 

○今回の地方消費税率等の引上げは、社会保障給付における国と地方の役割分担や地方単

独事業の割合により法定されたものであり、現段階でその内容を変更することは困難と考

えられる。 

○今回引き上げられる地方消費税について、個々の地方団体ごとの税収と社会保障給付支

出との不均衡が是正される一方、地方法人特別税制度の廃止により、地方法人特別税が有

している税源偏在是正効果が失われることになることから、それへの対応が必要となる。

る偏在是正への対応が残ってしまう。 

 

地方共同税：試案２（表８参照） 

・地方法人特別税を法人事業税に復元した上で、今回引き上げられる地方消費税の一部

を地方共同税化する。 

・地方消費税の一部を「全都道府県共通の課題のために課す税」と位置付け、客観的指

標により配分する。 
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（表８） 
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（２）税源交換と地方共同税の併用 

税源交換は、税収構造を安定化させ、全体として偏在性が小さく、安定的な地方

税体系の構築に資する方策であるが、第３の１．（１）において示した税源交換試案

の実施だけでは、いずれの案によっても、今回引き上げられる地方消費税について、

個々の地方団体ごとの税収と社会保障給付支出との不均衡が是正されないという課

題が残ってしまう。また、そもそも地方消費税の充実は、小さいとはいえ偏在が残

ってしまうという問題を抱えている。 

一方、地方消費税の一部地方共同税化では上記のような不均衡や地方消費税の偏

在は結果として是正され、また、地方法人課税の一部共同税化では税源偏在の是正

効果は極めて大きなものとなるが、両者の場合、富裕団体の税収がそうではない団

体へ移転するという側面もあることから、税収構造の安定化といった富裕団体にと

ってもメリットのある仕組みが必要である。 

これらを踏まえると､税源交換と地方共同税をセットで実施する方策も考えられる。 

 

 

 

 

 

税源交換と地方共同税の併用：試案（表９参照） 

地方法人特別税を法人事業税に復元した上で、法人住民税法人税割を一部国税化して

地方交付税の原資とし、消費税（交付税原資分）の一部を地方消費税化するとともに、

今回引き上げられる地方消費税及び税源交換で得られた地方消費税を地方共同税化す

る。 

 

（表９） 
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（３）地方共有税 

地方法人特別税を法人事業税に復元することと関連して、税源交換などの新たな

措置を講じた場合でも残らざるを得ない地域間の財政力格差に対処するため、地方

交付税の有する財源保障・財源調整機能の充実強化が必要であるが、地方六団体に

設置された新地方分権構想検討委員会の最終報告（平成 18 年 11 月）に盛り込まれ

た地方共有税の創設については、未だ実現していないばかりか、今回、国家公務員

給与の一時的な削減との均衡のため地方公務員給与を減額することを理由に地方交

付税が削減され、地方の固有財源が国による政策誘導に用いられるという事態に至

っている。今後、このようなことは、あってはならないのであり、それを防ぐため

にも、地方固有の財源である地方交付税を、国の一般会計を通さず、「地方共有税」

として特別会計に直接繰り入れる等の方式（地方交付税の地方共有税化）について

も検討すべきである。 

なお、今後、地方分権改革が進展し、税源移譲等による地方税の充実が図られれ

ば、地域間の税源の偏在のため地方団体間の財政力格差の拡大が避けられないこと

から、これを是正するため、地方交付税の財源保障機能はますます重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地方共有税：試案の考え方】 

○地方交付税は、地域社会の存立基盤を維持し、国で定めた一定水準の行政サービスを、

国民が全国どこで生活しても享受できるようにするためのものであり、国税という形で

徴収されているものの一部となっているが、本来地方の固有財源であり、また、地方団

体全体で共有している財源であることから、地方交付税が、自治体の「連帯」と「自立」

の精神に基づくセーフティネットであることを制度上明確化させることとする。 

○地方、特に農山漁村や中山間地域が、都市部にはない、水源涵養機能、森林の二酸化炭

素吸収機能・酸素供給機能、食糧生産機能、さらには、景観保全機能や都市住民の憩いと

安らぎの場としての機能を有していることや、産業廃棄物処理施設・原子力発電所・基地

等の施設を受け入れていること等により、国土全体が一体となって、日本という単一国家

地方共有税：試案（地方交付税の地方共有税化（H18 地方六団体案をベース）） 

（１） 名称を以下のとおり変更する。  

  ① 国民から国の特別会計に入るまで「地方共有税」  

  ② 国の特別会計を出て地方団体に入るまで「地方共有税調整金」      

（２） 国の一般会計を通さずに、「地方共有税及び譲与税特別会計」に直接繰り入れる。  

（３） 現在の財源不足を解消するため、地方共有税（地方交付税）の法定率の引上げを

行うとともに、必要に応じて地方税法に定める税率の変更も行う。  

（４） ３年から５年に一度、地方共有税（地方交付税）の法定率の変更を行うとともに、

必要に応じて地方税法に定める税率の変更も行う。  

（５） その他の年度は、財源不足があれば地方債または「地方共有税及び譲与税特別会

計」内に新たに設置する基金により調整する。  

（６） 特例加算や特別会計による借入れは行わない。  

（７） 国の政策減税の実施に伴い地方の財源不足が生じる場合には、地方共有税（地方

交付税）の法定率を引き上げる。  
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を形成しているということも踏まえる必要がある。 

 

【地方共有税：試案の課題】 

○各地方団体の地方共有税調整金の額の調整及び決定について、地方が参画のうえ、責任

をもって行える仕組みを構築する必要がある。 

○各地方団体間で意見の対立が生じたときへの対応策として、何らかの裁定の仕組みが必

要である。例えばドイツの場合、不服がある州は連邦憲法裁判所へ提訴できる。 

○地方共有税の運営や地方税法の税率の変更に、地方の意見が反映され、その決定への参

画を深めていくことによって、地方共有税は、地方交付税のような国から地方への垂直的

財政調整から、地方の合意に基づく水平的財政調整に性格を変えるとも考えられる。こと

となるのではないかとの意見もある。その場合、富裕団体がそうではない団体を支える仕

組みに近づき、国の財源保障責任の放棄につながることが懸念される。 
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（４）地方共同機構 

地方法人特別税制度のような国に地方税を水平調整的な財源として使われる仕組

みではなく、従来地方税であったものをいったん国税とした上で財政調整財源とし

て使うのではなく、国からの関与を受けずに地方自らが地方団体間の税収格差の是

正を行う方式についても検討すべきである。 

地方団体の相互理解と協力に基づき、国に頼ることなく、地方税の税源偏在を是

正するため、全都道府県が共同して機構を創設し、地方団体からの納付と地方団体

への交付金によって調整する仕組みを構築することが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

【地方共同機構：試案の課題】 

○大都市地域の地方団体が他の地方団体を支援することになるが、大都市地域の住民や議

会の納得を得ることは、きわめて困難である。 

○富裕団体がそうではない団体の財源を保障することになり、国が財源保障責任を果たさ

なくなる。 

○地方共同機構の仕組みは、富裕団体も含め全ての団体が加入することが前提となるが、

結果として富裕団体がそうではない団体の財政を支えることになることから、富裕団体の

加入を強制することは困難である。 

○機構を設置してまで税収の帰属状態を是正する必要がある税目は、そもそも地方税にな

じまないと考えられる。 

○機構からの交付額は巨額となるため、その基準を機構が決定するのであれば、憲法の趣

旨を踏まえた民主的なコントロールが及ぶ仕組みとする必要がある。 

○地域の代表者が集まり、新たな機構まで作って実施するのは行政改革の流れに逆行する

と考えられる。 

 

地方共同機構：試案 

・全都道府県が共同して機構を創設し、調整を行う仕組みを構築する。 

・機構は、法律により全都道府県に加入を義務付ける特別法人とし、例えば、偏在性の大

きい地方税目について、一人当たり税収額が全国平均を上回る都道府県は、上回る額を

機構に拠出し、下回る都道府県に対しては、下回る額に応じて交付金を交付する。 
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第４ 改革にあたっての留意点 

１．地方の意見の反映  

偏在是正のため新たな制度を構築するにあたっては、地方法人特別税制度のよ

うに、今後安易に地方税を再配分の財源にするといったことが行われないよう、制

度創設時、更に制度の運用時いずれの段階においても、地方の意見を反映させる制

度的な工夫が必要である。 

また、地方団体の総意に基づき税源交換などによって地方交付税の原資を強化

したとしても、国の裁量で地方交付税総額が決められる仕組みのままであれば、地

方が必要な交付税原資をしっかり確保できないおそれがあるため、地方交付税の総

額の決定において、地方の意見が適切に反映される仕組みが必要である。 

現在、既に制度化された国と地方の協議の場の運用が積み上げられているが、

その実態をみた場合、今のままの運用で十分であるとは言い難い。例えば、ドイツ

の共同税においては、課税標準や税率、各州へ帰属すべき額等は連邦法で決められ

ているが、州の代表を構成員とする連邦参議院の同意が前提となっており、我が国

においても、地方の意見がより一層確実に反映させられる意思決定プロセスを確保

する必要がある（図２参照）。その際には、日本国憲法第 84 条の租税法律主義との

関係に留意した制度設計が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、地方の財政ニーズを議論し、増税を決定するような意思決定の場として、

かつての地方財政委員会を創設するといったことや、地方財政審議会を改組、機能

強化し、独立性の高い地方財政委員会を創設するといったことも考え、さらに地方

の意見を反映させるようにすべきである。 

 

（図２） 
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２．地方交付税の役割  

地方交付税とは、本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡

を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地か

ら、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、い

わば「国が地方に代わって徴収する地方税」である。そもそも、国と地方との間で

の権限配分を国が決めている以上、地方がいわゆるナショナルミニマムに相当する

標準的な行政を安定的に遂行できるようにするため、税財源の配分を通じて中央政

府が責任を有することは当然のことである。 

先進国においては、国による個人の生存権の保障は普遍的な理念として定着し

ている。地方団体が、個人の生存権を保障するため、全国統一的に行う住民サービ

スや地域の実情に応じてきめ細かく行う住民サービスを適切に提供できるよう、国

による財源保障が必要である。さらに、戦後、国の経済政策により生じた地域間の

財政力格差を調整し、標準的な行政を遂行する財源を保障する責任は、富裕団体で

はなく、当然国が負うべきである。 

  これらの国の義務を果たすための仕組みが地方交付税制度であり、国税の一定割

合ではありながらも、交付「税」とは「地方税」を通じて、国が責任を持って財政

調整・財源保障を行っているものである。 

なお、偏在是正の問題を解決するには、地方交付税を増額すれば良いのではな

いかとの意見があるが、 

・地方交付税が財源保障責任を果たしていないことの客観的な証明が可能か。

果たす前提となるナショナルミニマムの範囲について、国民の理解を得る必要

があるのではないか。 

・平衡交付金制度から現行の地方交付税制度に改正され、法定率の引上げを認

めつつも、地方の財政需要の積み上げではなく、尐なくとも国税の一定割合と

いう範囲内で財政運営を行う枠組みへと変化したことを、どのように考えるか。 

・昭和 50 年代から連綿と続く特例措置、折半ルール、そして近年の臨時的措置

の常態化をどのように考えるか。考えると、法定率の引上げ等による地方交付

税制度の改革が必要であると考えられる。なお、国の歳入に占める単年度の税

収が４割程度しかなく、国債及び借入金並びに政府保証債務現在高が 1,000 兆

円を超えるといった厳しい国の財政状況を踏まえて対応していく必要がある

のではないか。 

・国、地方ともに極めて厳しい財政状況の中で、仮に地方交付税の増額により

団体ごとの財政需要との均衡がとれたとしても、財源保障の水準を大きく超え

る財源超過団体が存在することについて国民の理解が得られるか。 

といった、根源的な問題を避けて通ることはできず、今後地方交付税制度の基本的

な見直し・改革が必要であると考えられる。 
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 第５ その他の検討課題 

（地方法人課税の外形課税化） 

  外形標準課税の拡大は地域間格差の是正の面で一定の効果は考えられるが、それ

ほど大きくないのではないか、また、所得の尐ない法人にとって税負担が重くなる

ことに理解が得られないのではないかという課題がある。ものの、地方法人課税の

税収の変動への対応や応益性の強化という観点から、は、外形標準課税のその拡大

が検討されるべきである。その際には、地域間格差是正の効果や法人課税の実効税

率の引下げにつながるメリットもある。ことから、例えば資本金１億円超の企業に

ついて、法人事業税はの付加価値割の部分を拡充していくことが妥当であり、考え

られる。 

   

（地方法人課税の分割基準の見直し） 

  法人事業税の分割基準を、については、応益性や国の財源保障責任の観点から、

財政調整を目的として変えることについては、応益性が損なわれることや国の財源

保障責任を曖昧にしてしまうことになり、は不適当である。と考えられるが、例え

ば、以下の点に着目してより客観性のある指標に変えていくことは望ましい。 

  ・法人における管理部門の形態が、事業部制や分社化の導入、アウトソーシング

の活用等で多様化・分散化しつつあること、事業所数基準の導入と趣旨が重複

すること等から、平成 17 年度税制改正において、法人事業税の分割基準のう

ち「本社管理部門の従業者数」を２分の１とする圧縮措置が廃止されたことに

ついて、これを戻すべきではないか。どう考えるか。 

・工場における産業用ロボット等の導入により無人化への方向が著しく進んでい

ることから、例えば「資本金 1億円以上の製造業の工場従業者数」を現行の 1.5

倍からさらに引き上げるべきではないか。 

・製造業に限らず、非製造業における近年のアウトソーシング化の動きを反映さ

せるべきではないか。 

これらの課題について、実態を把握した上で、諸外国の制度も参考にして、その

他の分割基準のあり方も含めて今後引き続き検討を要する。すべきである。（図３

参照） 
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（図３） 


